
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岸本町・溝口町合併協議会 

 

第４回会議別添資料 

（協議項目調整表） 



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番 調整方法

案１　岸本町の例による

岸　　本　　町

税務手数料

○税務諸証明交付時に手数料を徴収する。

税務手数料

○税務諸証明交付時に手数料を徴収する。

＜交付証明書一覧＞
○公租公課に関する証明　　　　　　1件300円
○不動産又は動産に関する証明　　　1件300円
○公簿・公文書又は図面の写し　　　1件300円
○公簿の閲覧（住基台帳除く）　　　1件200円
○住宅用家屋証明　　　　　　　　1件1,300円
○固定資産資産証明（土地家屋）　　 各300円
　　　　　　　　（筆・棟・種類ごとに50円
増）
○固定資産評価証明（土地家屋）　　 各300円
　　　　　　　　（筆・棟・種類ごとに50円
増）
○名寄帳写し　　1枚300円（1枚ごとに100円
増）
○地積図の写し　　　　　　　　　　1枚300円
○軽自動車納税証明（車検用）　　　1通　0円
○所得証明　　　　　　　　　　　　1件300円
○所得課税証明　　　　　　　　　　1件300円
○納税証明　　　　　　　　　　　　1件300円

○平板図面又は地籍測量図　　　　1件1,000円
○集成図　　　　　　　　　　　　1件1,500円
○一筆図又は筆界点座標値　　　　　1件500円
○三角点網図又は多角点網図　　　　1件500円

＜交付証明書一覧＞
○公租公課に関する証明　　　　　　1件300円
○不動産又は動産に関する証明　　　1件300円
○公簿・公文書又は図面の写し　　　1件300円
○公簿の閲覧（住基台帳除く）　　　1件200円
○住宅用家屋証明　　　　　　　　1件1,300円
○固定資産資産証明（土地家屋）　　 各300円
　　　　　　　　（筆・棟・種類ごとに50円
増）
○固定資産評価証明（土地家屋）　　 各300円
　　　　　　　　（筆・棟・種類ごとに50円
増）
○名寄帳写し　　1枚300円（1枚ごとに100円
増）
○地積図の写し　　　　　　　　　　1枚300円
○軽自動車納税証明（車検用）　　　1通　0円
○所得証明　　　　　　　　　　　　1件300円
○所得課税証明　　　　　　　　　　1件300円
○納税証明　　　　　　　　　　　　1件300円

備考

1

溝　　口　　町 課題・問題点

○地籍の成果に関る、平板図面又は地籍測量図、修正図、
一筆図又は筆界点座標値、三角点網図又は多角点網図は溝
口町では地籍調査事業の進捗状況により、現在取扱いをし
ていない。
○証明書交付手数料は両町同一である。（地籍の成果に関
る証明書は除く）

幹事会専決案件

各種事務事業の取扱い17使用料、手数料の取扱い

永見文夫 石本使用料・手数料の取扱い住民環境部会

使用料・手数料 1



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

専門部会長専決案件

調整方法

○現行どおりとする。西部地区租税教育推進協議会負担金

○米子税務署館内の市町村税務担当課長を構成
員とする組織
○小中学校の副教材の作成等、租税教育の推進
を目的とする協議会
○負担金は一律10,000円

西部地区租税教育推進協議会負担金

○米子税務署館内の市町村税務担当課長を構成
員とする組織
○小中学校の副教材の作成等、租税教育の推進
を目的とする協議会
○負担金は一律10,000円

○同一の取扱いである。

課題・問題点

資産評価システム研究センター負担金

○全地方公共団体を会員とする調査研究機関
○固定資産税制及び資産評価に関する調査研
究、地方公共団体における固定資産評価技術の
向上のための研修事業並びに固定資産税及び評
価関係情報の収集提供等を行う機関
○負担額
　町村人口　2万人以上　　　　　　　60,000円
　　　　　　8千人以上2万人未満　 　45,000円
　　　　　　8千人未満　　　　　　　30,000円

資産評価システム研究センター負担金

○全地方公共団体を会員とする調査研究機関
○固定資産税制及び資産評価に関する調査研
究、地方公共団体における固定資産評価技術の
向上のための研修事業並びに固定資産税及び評
価関係情報の収集提供等を行う機関
○負担額
　町村人口　2万人以上　　　　　　　60,000
円
　　　　　　8千人以上2万人未満　 　45,000
円
　　　　　　8千人未満　　　　　　　30,000

○同一の取扱いである。
○負担額は合併後の人口による。

軽自動車申告取扱事務

○軽自動車等の登録・廃車の取りまとめを行う
軽自動車協会に対する事務取扱負担金
○支払い先は鳥取県町村会
○負担額　1件につき90円

軽自動車申告取扱事務

○軽自動車等の登録・廃車の取りまとめを行う
軽自動車協会に対する事務取扱負担金
○支払い先は鳥取県町村会
○負担額　1件につき90円

○同一の取扱いである。

各種事務事業の取扱い25各種事務事業の取扱い 25-4負担金の取扱い 備考

岸　　本　　町 溝　　口　　町

金田正雄 勝部負担金の取扱い税務出納部会

○現行どおりとする。

1

2

3

4

○現行どおりとする。

西部地区農業所得標準協議会負担金

○農業所得標準を算定するために必要な、調査
研究・調査を行う機関の負担金
○各市町村の現況に応じ、需要額を按分する
按分率　均等割20％・農家戸数割40％・耕作面
積割40％
○負担額　15,000円

西部地区農業所得標準協議会負担金

○農業所得標準を算定するために必要な、調査
研究・調査を行う機関の負担金
○各市町村の現況に応じ、需要額を按分する
按分率　均等割20％・農家戸数割40％・耕作面
積割40％
○負担額　15,700円

○同一の取扱いである。
○負担額は合併後の現況による。

○現行どおりとする。

負担金 2



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 ワーキンググループ名 責任者

合併協定項目

連番

専門部会長専決案件

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点

各種事務事業の取扱い25各種事務事業の取扱い 25-25窓口業務 備考

金田正雄 佐藤窓口業務税務出納部会

税務諸証明及び固定資産課税台帳の閲覧

○所得証明書等の諸税務証明を交付する。
○縦覧期間中に納税義務者に固定資産課税台帳
を閲覧できる機会を設ける。
○郵送による申請及び交付可能。

税務諸証明及び固定資産課税台帳の閲覧

○所得証明書等の諸税務証明を交付する。
○縦覧期間中に納税義務者に固定資産課税台帳
を閲覧できる機会を設ける。
○郵送による申請及び交付可能。

○同一である。

1

調整方法

○現行どおりとする。

窓口業務 3



行政現況調書調整一覧表

専門部会名 責任者 責任者

合併協議項目

連番

1

幹事会専決案件

ワーキンググループ名企画部会 杉原良仁 その他事務事業（その他） 草原　啓司

岸　　本　　町 溝　　口　　町 課題・問題点 調整方法

25-42各種事務事業の取扱い 各種事務事業の取扱い その他事務事業 備考

開発事業に関係する水質検査

開発事業関係　年６回　８箇所
検査項目　ＰＨ　ＢＯＤ　ＣＯＤ　ＳＳ　Ｔ-N
溶存酸素量､全リン（清水池）

リゾート開発事業（水質検査）
町内2ヶ所のゴルフ場の水質検査

ゴルフ場に関係する水質検査
ゴルフ場関係　年１回　１６箇所
検査項目　ＰＨ　ＢＯＤ　ＣＯＤ　ＳＳ　Ｔ－Ｎ
大腸菌群数、有機リン

検査項目、検査箇所、検査回数が異なる
両町で現在実施しているものを継続
する。
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